
平時から感染症危機に対応できる体制を作ることで、新型インフルエン

ザや新型コロナ等以外も含めた幅広い感染症の発生時に、感染拡大を可

能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済

に及ぼす影響が最小となるよう、感染症危機に強靭に対応できる社会を

目指す。 

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症を含めた幅広い感染症 

（１） 平時の備え 

（２） 感染拡大防止と地域経済活動のバランスを踏まえた 

対策の切替え  

（３） 基本的人権の尊重 

（４） 危機管理としての特措法の性格 

（５） 関係機関相互の連携協力の確保 

（６） 記録の作成・保存 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画策定の背景 

半田市新型インフルエンザ等対策行動計画は、平成 25 年に施行された新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、平成 26 年６月に策定し 

た。今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、新型インフ

ルエンザや新型コロナウイルス感染症を含めた幅広い感染症による危機

に対応できるよう新型インフルエンザ等対策政府行動計画が令和６年７

月２日に抜本的に改正されたため、市行動計画についても改定を行う。 

 

●計画期間  令和８年度から令和 13 年度までの６年間 

半田市新型インフルエンザ等対策行動計画 概要

Ⅰ 計画の概要 

Ⅱ 基本理念 

Ⅲ 対象疾患 

Ⅴ 対策実施上の留意点 

（１） 実施体制 

（２） 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

（３） まん延防止 

（４） ワクチン 

（５） 保健 

（６） 物資 

（７） 市民生活及び地域経済の安定の確保 

Ⅳ 対策項目 



  

 
Ⅵ 対策項目の具体的な取組 

発生段階 状  態 

準備期 新型インフルエンザ等の発生を覚知する前まで 

動期 国内外における新型インフルエンザ等が発 

生を覚知した時点から政府対策本部の設置までの間 

まん延防止（対策の効果）の概念図 

発生段階とその状態 

対策項目７項目の概要 

 準備期 初動期 対応期 

①実施体制 ・実践的な訓練の実施 

・行動計画の作成や体

制整備・強化 

・国及び県等との連携

の強化 

・市対策本部の設置 

・必要時、市対策本部に

て対応を協議 

・職員の派遣・応援への

対応 

・必要な財政上の措置 

②情報提供・共

有、リスクコミ

ュニケーション 

・情報提供、共有の形態

及び方法に関する体

制の整備 

・準備期で整備した取

り組みを実施 

・市民の関心事項等を

踏まえ、引き続き取り

組みを実施 

③まん延防止 ・個人における対策の

普及 

・地域対策・職場対策の

周知 

・感染症危険情報の発

出等 

・市内でのまん延防止

対策の実施 

・外出自粛、営業時間の

変更、休業等の要請 

④ワクチン 

 

・特定接種、住民接種体

制の構築 

・ワクチン接種に携わ

る医療従事者の確保 

・ワクチンの接種に必

要な資材の調達 

・特定接種、住民接種の

実施 

・接種に関する情報提

供・共有 

・健康被害に対する速

やかな救済 

⑤保健 

 

― ― ・健康観察及び生活支

援 

⑥物資 ・行動計画に基づく感

染症対策物資等の備

蓄 

― ― 

⑦市民生活及び

地域経済の安定

の確保 

・支援実施に係る行政

手続や支援金等の給

付交付等についての

適切な仕組みの整備 

・一時的に遺体を安置

できる施設等の準備 

・心身への影響を考慮

した必要な対策 

・市民生活及び地域経

済活動の安定の確保 

 

発生段階 状  態 

準備期 新型インフルエンザ等の発生を覚知する前まで 

初動期 
国内外における新型インフルエンザ等の発生を覚知した時点から 

政府対策本部の設置までの間 

対応期 政府対策本部の設置から廃止までの間 

 


